
平成22年６月１日 

設計者及び市民の皆様 

横浜市建築局建築企画課 

横浜市建築基準条例解説の改訂について（お知らせ） 

 

平成22年７月１日の横浜市建築基準条例（以下「条例」という。）及び横浜市建築基準法施行細則（以下

「細則」という。）の一部改正の施行に伴い、横浜市建築基準条例解説を改訂する予定です。 

 

１  条例解説の改正概要 

(1) 条例及び細則の一部改正に伴う改訂 

（別紙参照） 

(2) (1)以外の改訂 

ア  敷地内通路の構造基準について【強化】（第５条、第６条） 

青空空地としなくてもよい敷地内の通路の構造基準を、次に掲げるものとし、トンネル状（3 面囲

まれたもの）のものを不可とします。 

（ァ） 通路の有効幅員を２メートル以上確保すること 

（ィ） 通路部分は、屋内部分と耐火構造の壁・床及び法第２条第９号の２ロに規定する防火設備で区画

し、通路の壁及び天井の下地、仕上げを不燃材料とすること 

（ゥ） 通路部分は、外気に十分開放されていること 

（エ） 通路の天井高さが2.1メートル以上であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 道路に「１箇所」で接する長さの定義について【強化】 

（第４条の２、第５条、第24条、第29条、第47条、第52条、第53条）  

「１箇所」で道路に接する長さとは、「１の道路」で接する長さをいいます。 

前面道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、前面道路の中心線の敷地側から見た角度が120

度を超える場合にあっては、その道路は「１の道路」として取り扱うものとします。 

従って、図２の場合は、２の道路となるので、「１箇所」とは、a 又は b のどちらかとなり、図３

の場合は、ｃとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 「道路に面する」の定義について【強化】 

（第15条、第23条の３、第24条、第25条、第29条、第52条） 

「道路に面する」とは、「原則として、建物の出入口から直交方向で道路を見通すことができ、かつ、

（各住戸の間口に直交する範囲において）道路に通じる通路がとれるもので、避難及び通行の安全

上支障のない場合」とします（（ ）内は第23条の３のみ）。 

 

図 １ 青空空地としなくてよい敷地内通路の構造基準 

・屋内部分と耐火構造の壁・床及び 

法第２条第９号の２ロに規定する防火設備で区画 

・壁及び天井の下地・仕上げを不燃材料  Ｈ＝2.1ｍ以上  

 通路の有効幅員 

２ｍ以上    

▲ 

図 ３ １の道路の場合 

道路 

b 
θ≦120° 

θ＞120° 

敷地 

ｃ 

敷地 

a 
道路 

図 ２ ２の道路の場合 



 

エ 基礎の立上げ高さについて【緩和】（第３条） 

崖の下に建築物を建築する場合の、基礎の立上げ高さは、がけ崩れによる被害を受けるおそれの

ある部分の高さの1.15倍から１倍以上とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 長屋の水平の防火区画について【緩和】(第18条) 

階段が準耐火構造の壁で区画されている場合については、当該階段裏の仕上げを準不燃材料とする

必要がないものとします。 

 

カ その他所要の改訂 

 

２ 経過措置に関する適用関係 

１(1）及び(2)エ～カについては、平成22年７月１日以降に工事着手するものについて、新規定を適用

します。 

１(2）ア～ウについては、平成22年７月１日以降に（変更）確認申請するものについて、新規定を適用

します。 

また、旧規定で確認済証が交付されている計画を、変更確認申請する場合、変更箇所が当該規定にかか

るものに限り、新規定を適用します（※）。 

なお、１(2)アについては、平成22年７月１日時点において、敷地内の通路の構造、幅員について現に

存する不適格建築物について、増築等を行う場合、市長が避難の安全上支障がないと認めて許可した場合

は適用除外とすることができます。 

 

 

改訂項目  確認 変更確認

   旧  

   旧 新(※) 

   旧 新(※) 

１(1) 

(2)エ～カ 

 
   新 新 

   旧  

   旧  

   旧  

   旧 新(※) 

   旧 新(※) 

   旧 新(※) 

   新  

１(2)ア～ウ 

   新 新 

 

 

 担当：松本、角地  

電話： 671-2933   

図 ４ 基礎の立上げ（布基礎） 

θ′は土質と崖の

高さにより異なる 

控壁 

１ｍ以上 
θ

H 
θ′は土質と崖の高さ

により異なる 
θ

１ｍ以上 

控壁 

図 ５ 基礎の立上げ(べた基礎) 

1.15Ｈ以上→H以上

凡例 ○：確認申請日 ●：確認済証交付日 □：工事着手日 △：変更確認申請日 ▲：変更確認済証交付日 

● ○ □ △ 

▲

□ 

● ○ □ 

● □ 

● ○ □ △

▲ 

○ ● □ 

○ ● □

● □ 

△○ 

▲

● □ ▲

● 

○ ●

▲ 

○ □ 

○ ● 

●○ □ 

△ ▲ □ 

▲ △

○ 

△ ○ 

Ｈ22.7.1（条例・細則の一部改正の施行日） 

H 1.15Ｈ以上→H以上 

表１ 経過措置に関する適用関係 

△ 
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 改正の内容                                   
 
１ 崖規定※１における適用除外の追加（第 3 条）  

崖の下に建築物を建築する場合について、次の適用除外を追加します。 

①  崖の全部が、急傾斜地法第 12 条第 1 項※２又は第 13 条第 1 項※３の規定による急傾斜地崩壊防止

工事により整備されているとき 

②  建築物が居室を有しないとき 

   ※１：３ｍ超の崖に近接して建築・造成する場合は、擁壁等を設置 

※２：都道府県の施行する工事  

※３：都道府県以外の者が施行する工事で、都道府県に届出されたもの 
 

２ 災害危険区域の構造規定※４における適用除外の追加（第 3 条の２） 

建築物が面する全ての急傾斜地が、次のいずれかに該当する場合に適用除外とします。 

①  高さ５ｍ未満の急傾斜地 

②  急傾斜地崩壊防止工事により整備されている急傾斜地 

③  建築物から急傾斜地までの距離が、急傾斜地の高さの 2 倍以上離れている急傾斜地 

       ※４：主要構造部をＲＣ造等、急傾斜地に面する開口部の設置禁止 
 

３ 敷地の形態規定※５及び長屋の避難規定※６における道路の種類の追加 

（第 4 条、第 23 条の３） 

路地状敷地の接する道路及び長屋の各住戸の主要な出入口が面する道路の種類に、法第 43 条第 1

項ただし書きの許可に係る空地、道又は通路を追加します。 

     ※５：路地状部分の幅員を、路地状部分の長さに応じて、一定以上の数値とする 

      ※６：長屋の各住戸の主要な出入口を道路に面して設置 
  

 
４ 大規模建築物の接道規定※７における接道長さの明確化（第 4 条の２） 

敷地が 2 以上の道路に接する場合、それぞれの道路に 1 箇所で２ｍ以上接する必要があること

とします。  

※７：延べ面積が 1,000 ㎡超の建築物の敷地は、６ｍ以上の道路に接道               

路地状部分 

敷地 

『横浜市建築基準条例』の一部改正の概要について 

・

法第 43 条第１項た

だし書きの許可に

係る空地、道又は

通路を追加 

Ｗ１≧４ｍ、Ｗ２≧４ｍ 

Ｗ１＋Ｗ２≧９ｍ 

a+e≧3/10（a＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋e＋f＋g＋h）

ただし a、e≧２ｍ 

△：敷地の主要な出入口 ・

６ｍ＞Ｗ１≧４ｍ、６ｍ＞Ｗ２≧４ｍ 

ℓ１＋ℓ２≧Ｌ/７ 

２ｍ≦ℓ１＜Ｌ/７、２ｍ≦ℓ２＜Ｌ/７ 

Ｌ：敷地の外周 

 ：公共の用に供する空地    

△：敷地の主要な出入口 

道

路

Ｌ≦15ｍのとき２ｍ≦Ｗ 

15ｍ＜Ｌ≦25ｍのとき３ｍ≦Ｗ 

25ｍ＜Ｌのとき４ｍ≦Ｗ 

(注)Ｗは路地状部分のうち最も狭い部分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙
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５ 共同住宅等の駐車施設附置規定※８における駐車施設の構造基準の新設 

（第 4 条の３） 

駐車施設の構造基準を、新たに規則（細則案第 20 条）に定めます。 

※８：延べ面積が 1,000 ㎡超の共同住宅等の敷地に、住戸数に応じた駐車施設を設置 

 

 

６ 日影規制における適用除外区域の追加（第 4 条の４） 

日影規制の除外区域に、道路、水面、線路敷きその他これらに類する区域（建築物の敷地を除きま

す。）を追加します。 
 
７ 共同住宅等の避難規定※９における敷地内の通路の基準の明確化 

（第６条、第 27 条、第 28 条） 

建築物の避難上有効な出口が道路に面するか否かに係らず、出口から道路に通ずる一定以上の幅員

（第６条、第 27 条：２ｍ以上・３ｍ以上、第 28 条：1.5ｍ以上）の敷地内の通路の設置を必要とします。 

※９：２方向避難の確保等 
 
８ 「連続店舗」の定義の明確化（第 8 条等） 

「連続店舗」とは、建築物の同一階に存するそれぞれ区画され、独立した２以上の飲食店又は物品販

売業を営む店舗で、各構えの客用の出口から道路等に通ずる廊下、階段又は敷地内の通路その他これ

らに類するものの全部又は一部を共有するものであることします。 
  

【駐車施設の主な構造基準】 

道路に直接出入口を設ける駐

車ますの数 

４台以下 

連続店舗に該当しない例 

（敷地内の通路を共用しない） 

連続店舗に該当する例 

（敷地内の通路を共用） 

※店舗：飲食店又は物販店舗 

▲ 各構えの客用の出口 

敷地内の通路 
店
舗 

店
舗 

店
舗 

道 

路 

 

共同住宅等 機械式
自動車車庫 

 道  路 

道  路

自動車車庫

駐車ますの大きさ 

幅 ：2.3ｍ以上 

奥行：５ｍ以上 

自動車車庫 禁 止 

自動車用の出入口の形状 

道路の通行の見通しができる

空地の確保 

(駐車台数35台以上の場合の

み) 

機械式自動車車庫 

大臣認定 

道 

路 

店
舗

店
舗 

店
舗

道 

路 
機械式自動車車庫の前面

空地の大きさ 

幅 ：６ｍ以上 

奥行：６ｍ以上 

（駐車台数15台以上の場合

のみ） 

出入口の交差点からの距離    

５ｍ超 

（駐車台数５台以上の場合の

み） 

出入口の道路幅員等 

６ｍ（駐車台数5台以上14台以

下の場合は４ｍ）以上の道路に

３ｍ以上接し、自動車用の出入

口は接する部分に設置 

車路の幅員 

原則３ｍ以上 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙
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９ 共同住宅の窓先空地規定※10 における窓先空地の基準の明確化（第 20 条の２） 

窓先空地の基準を以下のとおりとします。 

    ※10：延べ面積が 1,000 ㎡を超える共同住宅の住戸の窓は空地に面して設置 

 
 
10 簡易宿所の防火避難規定※11 における適用対象の追加（第 23 条) 

 たな状居室の構造規定の適用対象について、3 階以上の階にたな状居室を設けるものを追加しま

す。 

※11：たな状居室の床面積の合計が 150 ㎡超のもの等は、耐火建築物 
 
11 長屋の防火避難規定※12における緩和規定の明確化 

   （第 23 条の３、第 23 条の４) 

 緩和規定における準耐火建築物の種類について、令第 115 条の２の２第 1 項第 1 号の規定に限るも

のとします。 

※12：長屋の各住戸の主要な出入口を道路に面して設置 

    ２階の長屋の床面積が 400 ㎡超のもの等は、耐火建築物 

 

 

 

隣地 3m 以上 

道路 

住
戸 

住
戸 

住
戸 

住
戸 

最も低い開口部 

の中心の高さ 

②開口部の上部にバルコニー等がある場

合、空地の奥行はバルコニーの先端から算

定 

①採光上有効な開口部の中心の 1 以上は、 

３ｍ×３ｍ以上の敷地内の空地に面して設置 

3
m
以

上
 

住戸 

住戸 

住戸 

住戸 
Ｇ.Ｌ 

奥行3m以上 

隣地 

断面図平面図 

④開口部の中心が道路・公園・広場・川等に

面する場合、空地の幅・奥行はそれらの部分

を含めて算定が可能 

道路・公園・ 

広場・川等 

開口部の中心 

幅・奥行  

３m以上 

断面図

③最も低い開口部の中心の高さより低い位置に

は、建築物・工作物などの設置が可能 

事務所 

共同住宅 

共同住宅 

共同住宅 

Ｇ.Ｌ 

断面図 

建築物・工作物の

設置不可 

建築物・工作物の

設置可 

隣地 

住戸 

住戸 

住戸 

住戸 

Ｇ.Ｌ 

開口部の中心 

幅・奥行 

３ｍ以上 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙
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12 興行場等の防火避難規定 

（１）客席数の算定方法の明確化（第 30 条等） 

 長いすの場合の客席数の算定方法について、長いすの正面の幅を 40ｃｍで除した数値（１未満の端

数が生じたときは、それぞれ１に切り上げます。）を当該長いすの席数とします。 
 
（２）屋上広場等の構造基準の新設（第 39 条） 

 屋上広場及び避難上有効なバルコニー（屋上広場等）の構造基準を、新たに規則（細則案第 21

条）に定めます。 

13 自動車車庫等の構造規定 

（１）出入口の禁止位置の種類の追加（第 47 条の２） 

 乗合自動車の停留所から 10ｍ以内の範囲を追加します。 

（２）機械式自動車車庫の前面空地の種類の追加（第 48 条） 

 前面空地の種類について、直径６ｍ以上の空地で自動車を安全に回転させることができるターンテ

ーブルを設けたものを追加します。 

【屋上広場及び避難上有効なバルコニーの主な構造基準】 

10ｍ 

敷 地 

敷 地 

道路 
△ ：自動車用の出入口      

   ：自動車用の出入口の禁止位置 

 ：乗合自動車の停留所の標示柱等 

６ｍφ以上の空地に 

ターンテーブルを設置 

屋上広場等に面する開口部 

防火設備を設置 

屋上広場等の床  

耐火構造 

避難上障害となるものを設け

ない 

屋上広場 

  興行場、 公会堂等 ５F 

４F 

３F 

２F 

１F 

階段 階段 

屋上広場の面積 

５階以上のうち、興行場、公会

堂等が最大の階の床面積 

の 1/4 以上 

バルコニーの面積 

バルコニーに避難する階の 

客席等の床面積の8/100 以上

かつ２㎡以上 

興行場、公会堂等 ５F 

４F 

３F 

２F 

１F 

階
段
等

屋上広場等の出入口 

幅 ：75cm 以上 

高さ：1.8ｍ以上 

床面からの高さ：15cm 以下 

かぎを用いず解錠 

バルコニーの構造 

奥行き 75cm 以上 

十分外気に開放 

地上に通ずる 1 以上の階段を

設置 

避難上有効な
バルコニー 

道路 

建築物 
昇降 

設備 

昇降 

設備 ６
ｍ

以
上

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙
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（３）耐火構造の緩和規定の追加（第 49 条） 

 階数 2 以下の独立した自走式の自動車車庫について、耐火構造を緩和する規定を、新たに規則（細

則案第 22 条）に定めます。 
 

 
14 一団地認定等による緩和対象となる条項の明確化（第 54 条) 

本条例の規定のうち、一団地認定制度又は連担建築物設計制度の認定・公告により、複数の建築物

を 1 つの敷地にある建築物としてみなせる条項を明確化します。 
   
15 床面積の算定方法の明確化（第 56 条の２) 

以下の規定における「○○の用途に供する部分の床面積」について、床面積に算入しないものを明確

化します。 
 

 

 
16 道路の変更・廃止規定における公告等の手続の変更（第 56 条の４） 

２項道路や位置指定道路など、本条例で定める６種類の道路を変更・廃止する場合、市長による公告

等の手続を必要としていましたが、平成 22 年４月 1 日の改正建築基準法施行規則の施行により、このう

ち４種類の道路の変更・廃止の手続について、同規則で義務付けられることから、本条例で定める道路を

２種類（法第 42 条第 1 項第 2 号及び第３号）に変更します。 
 
17 その他所要の改正 

 

 施行期日                                  

平成 22 年 7 月１日から施行します。 

ただし、改正建築基準法施行規則の施行に合わせ、１６の「道路の変更・廃止規定における公告等の手続

の変更」については、平成 22 年４月１日から施行します。 

 

 問い合わせ先                             

 横浜市まちづくり調整局建築企画課 

  ℡ ：０４５－６７１－２９３３ 

  FAX：０４５－６４１－２７５６ 

    E-mail:kc-kenchikukikaku@city.yokohama.jp 

規定 床面積に算入しない面積 

第４条の３、第５条、第６条、第７条、第 14 条か

ら第 18 条まで、第 20 条の２、第 23 条の２から

第 27 条まで、第 52 条及び第 53 条 

・駐車場及び駐輪場の床面積 

・共用部分の床面積に、規定の対象用途と対象外用

途の床面積の和に対する、対象外用途の床面積

の割合を乗じた面積 

第 47 条及び第 48 条から第 51 条 ・駐輪場の床面積 

【耐火構造の主な緩和規定】 

短辺の長さ 

55m 以下 

道路境界線 隣地境界線 隣地境界線からの

離隔距離 

１m 以上 

外周部の開口部 

面積：各階の床面積

の５％以上 

高さ：はり下等から

50cm 以上 

主要構造部（柱等）  

準耐火構造等 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙
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 改正の内容                                   
 
１ 崖規定※１における適用除外の追加（第 3 条）  

崖の下に建築物を建築する場合について、次の適用除外を追加します。 

①  崖の全部が、急傾斜地法第 12 条第 1 項※２又は第 13 条第 1 項※３の規定による急傾斜地崩壊防止

工事により整備されているとき 

②  建築物が居室を有しないとき 

   ※１：３ｍ超の崖に近接して建築・造成する場合は、擁壁等を設置 

※２：都道府県の施行する工事  

※３：都道府県以外の者が施行する工事で、都道府県に届出されたもの 
 

２ 災害危険区域の構造規定※４における適用除外の追加（第 3 条の２） 

建築物が面する全ての急傾斜地が、次のいずれかに該当する場合に適用除外とします。 

①  高さ５ｍ未満の急傾斜地 

②  急傾斜地崩壊防止工事により整備されている急傾斜地 

③  建築物から急傾斜地までの距離が、急傾斜地の高さの 2 倍以上離れている急傾斜地 

       ※４：主要構造部をＲＣ造等、急傾斜地に面する開口部の設置禁止 
 

３ 敷地の形態規定※５及び長屋の避難規定※６における道路の種類の追加 

（第 4 条、第 23 条の３） 

路地状敷地の接する道路及び長屋の各住戸の主要な出入口が面する道路の種類に、法第 43 条第 1

項ただし書きの許可に係る空地、道又は通路を追加します。 

     ※５：路地状部分の幅員を、路地状部分の長さに応じて、一定以上の数値とする 

      ※６：長屋の各住戸の主要な出入口を道路に面して設置 
  

 
４ 大規模建築物の接道規定※７における接道長さの明確化（第 4 条の２） 

敷地が２以上の道路に接する場合、それぞれの道路に１箇所で２ｍ以上接する必要があること

とします。  

※７：延べ面積が 1,000 ㎡超の建築物の敷地は、６ｍ以上の道路に接道               

路地状部分 

敷地 

『横浜市建築基準条例』の一部改正の概要について 

・

法第 43 条第１項た

だし書きの許可に

係る空地、道又は

通路を追加 

６ｍ＞Ｗ１≧４ｍ、６ｍ＞Ｗ２≧４ｍ 

ℓ１＋ℓ２≧Ｌ/７ 

２ｍ≦ℓ１＜Ｌ/７、２ｍ≦ℓ２＜Ｌ/７ 

Ｌ：敷地の外周 

 ：公共の用に供する空地    

△：敷地の主要な出入口 

道

路

Ｌ≦15ｍのとき２ｍ≦Ｗ 

15ｍ＜Ｌ≦25ｍのとき３ｍ≦Ｗ 

25ｍ＜Ｌのとき４ｍ≦Ｗ 

(注)Ｗは路地状部分のうち最も狭い部分

Ｗ１≧４ｍ、Ｗ２≧４ｍ 

Ｗ１＋Ｗ２≧９ｍ 

a+e≧3/10（a＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋e＋f＋g＋h） 

ただし a、e≧２ｍ 

△：敷地の主要な出入口 

（うちいずれかは主要な出入口） 

別紙(20100615)



 2

５ 共同住宅等の駐車施設附置規定※８における駐車施設の構造基準の新設 

（第 4 条の３） 

駐車施設の構造基準を、新たに規則（細則第 20 条）に定めます。 

※８：延べ面積が 1,000 ㎡超の共同住宅等の敷地に、住戸数に応じた駐車施設を設置 

 

 

 

 

 

 

 
 

６ 日影規制における適用除外区域の追加（第 4 条の４） 

日影規制の除外区域に、道路、水面、線路敷きその他これらに類する区域（建築物の敷地を除きま

す。）を追加します。 
 
７ 共同住宅等の避難規定※９における敷地内の通路の基準の明確化 

（第６条、第 27 条、第 28 条） 

建築物の避難上有効な出口が道路に面するか否かに係らず、出口から道路に通ずる一定以上の幅員

（第６条、第 27 条：２ｍ以上・３ｍ以上、第 28 条：1.5ｍ以上）の敷地内の通路の設置を必要とします。 

※９：２方向避難の確保等 
 
８ 「連続店舗」の定義の明確化（第 8 条等） 

「連続店舗」とは、建築物の同一階に存するそれぞれ区画され、独立した２以上の飲食店又は物品販

売業を営む店舗で、各構えの客用の出口から道路等に通ずる廊下、階段又は敷地内の通路その他これ

らに類するものの全部又は一部を共有するものであることします。 
 

連続店舗に該当しない例 

（敷地内の通路を共用しない） 

 

※店舗：飲食店又は物販店舗 

▲ 各構えの客用の出口 

敷地内の通路 
店
舗

店
舗

店
舗

道 

路 

道 

路 

店
舗

店
舗 

店
舗

道 

路 

敷地の自動車用の出入口の 

道路幅員等 

原則４ｍ以上（駐車台数５台以上

14台以下の場合）又は６ｍ以上

（駐車台数15台以上の場合）の道

路に３ｍ以上接し、自動車用の出

入口は接する部分のみに設置 

【駐車施設の主な構造基準】 

道路に直接出入口を設けるこ

とができる駐車ますの数 

４台以下 

 

共同住宅等 機械式
自動車車庫 

 道  路 

道  路

自動車車庫

駐車ますの大きさ 

幅 ：2.3ｍ以上 

奥行：５ｍ以上 

自動車車庫 禁 止 機械式自動車車庫 

（車路含む） 

国土大臣が認定したもの 

機械式自動車車庫の前面

空地の大きさ 

幅 ：原則６ｍ以上 

奥行：原則６ｍ以上 

（駐車ますの数15以上の場

合のみ） 

敷地の自動車用の出入口の 

禁止位置      

交差点から５ｍ以内等 

（駐車台数５台以上の場合のみ） 

車路の幅員 

原則３ｍ以上 

凡例 

△：敷地の自動車用の出入口

▲：駐車ますの出入口 

敷地の自動車用の出口の 

形状 

道路の通行の見通しができる空

地の確保 

(駐車台数35台以上の場合のみ) 
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９ 共同住宅の窓先空地規定※10 における窓先空地の基準の明確化（第 20 条の２） 

窓先空地の基準を以下のとおりとします。 

    ※10：延べ面積が 1,000 ㎡を超える共同住宅の住戸の窓は空地に面して設置 

 
 
10 簡易宿所の防火避難規定※11 における適用対象の追加（第 23 条) 

 たな状居室の構造規定の適用対象について、3 階以上の階にたな状居室を設けるものを追加しま

す。 

※11：たな状居室の床面積の合計が 150 ㎡超のもの等は、耐火建築物 
 
 

11 長屋の防火避難規定※12における緩和規定の明確化 

   （第 23 条の３、第 23 条の４) 

 緩和規定における準耐火建築物の種類について、令第 115 条の２の２第 1 項第 1 号の規定に限るも

のとします。 

※12：長屋の各住戸の主要な出入口を道路に面して設置 

    ２階の長屋の床面積が 400 ㎡超のもの等は、耐火建築物 

 

 

隣地 3m 以上 

道路 

住
戸 

住
戸 

住
戸 

住
戸 

最も低い開口部 

の中心の高さ 

②開口部の上部にバルコニー等がある場

合、空地の奥行はバルコニーの先端から算

定 

①採光上有効な開口部の中心の 1 以上は、 

３ｍ×３ｍ以上の敷地内の空地に面して設置 

3
m
以

上
 

住戸 

住戸 

住戸 

住戸 
Ｇ.Ｌ 

奥行3m以上 

隣地 

断面図平面図 

④開口部の中心が道路・公園・広場・川等に

面する場合、空地の幅・奥行はそれらの部分

を含めて算定が可能 

道路・公園・ 

広場・川・線路敷等 

開口部の中心 

幅・奥行  

３m以上 

断面図

③最も低い開口部の中心の高さより低い位置に

は、建築物・工作物などの設置が可能 

事務所 

共同住宅 

共同住宅 

共同住宅 

Ｇ.Ｌ 

断面図 

建築物・工作物の

設置不可 

建築物・工作物の

設置可 

隣地 

住戸 

住戸 

住戸 

住戸 

Ｇ.Ｌ 

開口部の中心 

幅・奥行 

３ｍ以上 
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12 興行場等の防火避難規定 

（１）客席数の算定方法の明確化（第 30 条等） 

 長いすの場合の客席数の算定方法について、長いすの正面の幅を 40ｃｍで除した数値（１未満の端

数が生じたときは、それぞれ１に切り上げます。）を当該長いすの席数とします。 
 
（２）屋上広場等の構造基準の新設（第 39 条） 

 屋上広場及び避難上有効なバルコニー（屋上広場等）の構造基準を、新たに規則（細則第 21 条）

に定めます。 

13 自動車車庫等の構造規定 

（１）出入口の禁止位置の種類の追加（第 47 条の２） 

 乗合自動車の停留所から 10ｍ以内の範囲を追加します。 

（２）機械式自動車車庫の前面空地の種類の追加（第 48 条） 

 前面空地の種類について、直径６ｍ以上の空地で自動車を安全に回転させることができるターンテ

ーブルを設けたものを追加します。 

【屋上広場及び避難上有効なバルコニーの主な構造基準】 

10ｍ 

敷 地 

敷 地 

道路 
△ ：自動車用の出入口      

   ：自動車用の出入口の禁止位置 

 ：乗合自動車の停留所の標示柱等 

６ｍφ以上の空地に 

ターンテーブルを設置 

屋上広場等に面する開口部 

防火設備を設置 

屋上広場等の床  

耐火構造 

避難上障害となるものを設け

ない 

屋上広場 

  興行場、 公会堂等 ５F 

４F 

３F 

２F 

１F 

階段 階段 

屋上広場の面積 

５階以上のうち、興行場、公会

堂等が最大の階の床面積 

の 1/4 以上 

バルコニーの面積 

バルコニーに避難する階の 

客席等の床面積の8/100 以上

かつ２㎡以上 

興行場、公会堂等 ５F 

４F 

３F 

２F 

１F 

階
段
等

屋上広場等の出入口 

幅 ：75cm 以上 

高さ：1.8ｍ以上 

床面からの高さ：15cm 以下 

かぎを用いず解錠 

バルコニーの構造 

奥行き 75cm 以上 

十分外気に開放 

地上に通ずる 1 以上の階段を

設置 

避難上有効な
バルコニー 

道路 

建築物 
昇降 

設備 

昇降 

設備 ６
ｍ

以
上

 

別紙(20100615)



 5

（３）耐火構造の緩和規定の追加（第 49 条） 

 階数 2 以下の独立した自走式の自動車車庫について、耐火構造を緩和する規定を、新たに規則（細

則第 22 条）に定めます。 
 

 
14 一団地認定等による緩和対象となる条項の明確化（第 54 条) 

本条例の規定のうち、一団地認定制度又は連担建築物設計制度の認定・公告により、複数の建築物

を 1 つの敷地にある建築物としてみなせる条項を明確化します。 
   
15 床面積の算定方法の明確化（第 56 条の２) 

以下の規定における「○○の用途に供する部分の床面積」について、床面積に算入しないものを明確

化します。 
 

 

 
16 道路の変更・廃止規定における公告等の手続の変更（第 56 条の４） 

２項道路や位置指定道路など、本条例で定める６種類の道路を変更・廃止する場合、市長による公告

等の手続を必要としていましたが、平成 22 年４月 1 日の改正建築基準法施行規則の施行により、このう

ち４種類の道路の変更・廃止の手続について、同規則で義務付けられることから、本条例で定める道路を

２種類（法第 42 条第 1 項第 2 号及び第３号）に変更します。 
 
17 その他所要の改正 

 

 施行期日                                  

平成 22 年 7 月１日から施行します。 

ただし、改正建築基準法施行規則の施行に合わせ、１６の「道路の変更・廃止規定における公告等の手続

の変更」については、平成 22 年４月１日から施行しています。 

 

 問い合わせ先                             

 横浜市まちづくり調整局建築企画課 

  ℡ ：０４５－６７１－２９３３ 

  FAX：０４５－６４１－２７５６ 

    E-mail:kc-kenchikukikaku@city.yokohama.jp 

規定 床面積に算入しない面積 

第４条の３、第５条、第６条、第７条、第 14 条か

ら第 18 条まで、第 20 条の２、第 23 条の２から

第 27 条まで、第 52 条及び第 53 条 

・駐車場及び駐輪場の床面積 

・共用部分の床面積に、規定の対象用途と対象外用

途の床面積の和に対する、対象外用途の床面積

の割合を乗じた面積 

第 47 条及び第 48 条から第 51 条 ・駐輪場の床面積 

【耐火構造の主な緩和規定】 

短辺の長さ 

55m 以下 

道路境界線 隣地境界線 隣地境界線からの

離隔距離 

１m 以上 

外周部の開口部 

面積：各階の床面積

の５％以上 

高さ：はり下等から

50cm 以上 

主要構造部（柱等）  

準耐火構造等 
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